
表示事項及び方法等 
 

（問１８） 栄養機能食品の表示すべき事項や注意事項は何か。 

 

（答） 

 栄養機能食品の表示にあっては、食品衛生法等に規定するものの他、食品衛

生法施行規則第５条第１項シ、ヱ、ヒ、モ及び栄養表示基準第２条に規定する

下記に掲げる事項を表示しなければならない。 

 

【栄養機能食品に表示すべき事項】 

① 保健機能食品（栄養機能食品）である旨（食品衛生法施行規則第５条第１項

第１号シ及び栄養表示基準第２条第２項） 

② 厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして表示をしようとする栄養

成分の機能（「食品衛生法施行規則第５条第１項第１号シ（具体的には「栄

養機能食品の表示に関する基準」の別表）及び栄養表示基準第２条第１項第

２号の別表第１の２」） 

③ 栄養成分量及び熱量（規定は前記①と同じ） 

④ １日当たりの摂取目安量（規定は前記①と同じ） 

⑤ 摂取の方法及び摂取する上での注意事項（規定は前記②と同じ） 

⑥ １日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示する成分の栄養所要量に対す

る割合（食品衛生法施行規則第５条第１項第１号ヱ及び栄養表示基準第２条

第２項第１号） 

⑦ 本品は、特別用途食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたもの

でない旨（食品衛生法施行規則第５条第１項第１号ヒ及び栄養表示基準第２

条第２項第３号） 

⑧ 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものはその注意事項（食品

衛生法施行規則第５条第１項第１号モ及び栄養表示基準第２条第２項第２

号） 

 

 また、注意事項としては、 

 

【注意事項】 

① 紛らわしい名称の使用等の禁止 

特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品にあってはそれら食品と紛ら

わしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示を、

栄養機能食品であって特定保健用食品でない食品にあっては特定の保健の目



的が期待できる旨の表示をしてはならない。（食品衛生法施行規則第５条第３

項） 

② 栄養機能食品における表示の制限 

栄養機能食品は、疾病名の表示その他医薬品と誤認されるおそれのある表示

をしてはならない。（栄養機能食品の表示に関する基準を定める件〈告示〉第

４条） 

③ 容器包装以外の添付文書をもって表示できる内容 

保健機能食品に係る保健の目的が期待できる旨及び栄養成分の機能の表示

は、添付する文書への記載をもって、容器包装への記載に代えることができる。

（食品衛生法施行規則第５条第１９項） 

 

 上記事項の表記の方法については、食品衛生法施行規則第５条第２項及び栄

養表示基準第３条に規定されているとおり、一般に購入し、又は使用する者が

読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行うことはもちろんである

が、文字の大きさ等については、原則として、８ポイント以上の活字で記載し

なければならない。ただし、容器包装又は包装の表示面積が１００ｃｍ２以下の

場合にあっては、５．５ポイント以上の活字で記載しても差し支えない。なお、

字体、色の規定はなく、また、他の部分と、色を変化させ、文字を大きくし、

下線を引くこと等は、消費者に誇大な印象を与えない範囲であれば差し支えな

い。 

 

 

 

（問１９） 栄養機能食品である旨の表示は、「栄養機能食品」のみの表示で

もよいか。 

 

（答） 

 栄養機能食品と称して販売する場合には、下記のように、”保健機能食品”の

文字に並列して”（栄養機能食品）”の文字を記載すること。 

 

 

保健機能食品（栄養機能食品） 

 

保健機能食品 

（栄養機能食品） 



 

 

 

（参考） 

「保健機能食品制度の創設について」平成１３年３月２７日医薬発第２４４号

厚生労働省医薬局長通知第２の（４）イ② 

 

 

 

（問２０） 栄養機能食品において、栄養機能表示及び注意喚起表示は、同等

の主旨であれば、「栄養機能食品の表示に関する基準」（平成１３

年３月２７日厚生労働省告示第９７号）に定められた文言に変化

を加えたり、省略したりすることは可能か。 
 

（答） 

 栄養機能食品において、当該規格基準で定められている栄養成分の栄養機能

表示及び注意喚起表示は、「栄養機能食品の表示に関する基準」で定められた事

項を表示しなければならなく、また、主旨が同じであっても、「栄養機能食品の

表示に関する基準」に定められた事項以外の表示は認められない（ただし、問

２１の場合は可）。（栄養機能食品の表示に関する基準第１条及び第３条並びに

栄養表示基準第３条第７号及び第９号） 

 なお、栄養機能食品は、定められた栄養機能表示以外に、疾病名の表示その

他医薬品と誤認されるおそれのある表示をしてはならないことに注意すること。

（栄養機能食品の表示に関する基準第４条） 

 

（参考） 

「保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について」平成１３年３月

２７日食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策

室長通知第１の３③参照 

 

 

 



（問２１） １つの食品で、栄養機能食品の規格基準で定められている２つ以

上の栄養成分について、栄養機能表示及び注意喚起表示を行う際

に、栄養機能表示及び注意喚起表示が同一の場合は、まとめて記

載することで差し支えないか。また、ビタミンＡと葉酸のように、

１つの栄養成分に２つの栄養機能表示がある場合には、まとめて

記載することで差し支えないか。 

 

（答） 

 差し支えない。 

 例えば、栄養機能表示及び注意喚起表示が同一の場合は、「ナイアシン、ビオ

チン及びビタミンＢ２は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」とする

こと、また、ビタミンＡと葉酸のように、２つの栄養機能表示がある場合には、

「ビタミンＡは、夜間の視力維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を

助ける栄養素です。」、「葉酸は、赤血球の形成を助けるとともに、胎児の正常な

発育に寄与する栄養素です。」とすることは可能である。 

 

（参考） 

「保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について」平成１３年３月

２７日食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策

室長通知第１の３③ 

 

 

 

（問２２） 栄養機能食品において、当該規格基準に定められている栄養成分

を複数表示する場合、栄養表示基準の規定に基づき表示栄養成分

を表示する順番、もしくは、栄養機能表示を表示する順番に規定

はあるか。 

 

（答） 

 特にない。 

 

 

 



（問２３） 栄養機能食品において、１日当たりの摂取目安量を、「○○～○

○お召し上がりください。」旨の幅の両端をもって表示すること

は可能か。また、「～以上お召し上がりください。」、「～以内お召

し上がりください。」旨の幅の一端のみをもって表示することは

可能か。 

 

（答） 

 栄養機能食品において、１日当たりの摂取目安量を、「○○粒～○○粒」のよ

うに幅の両端をもって表示することは可能である。ただし、この場合において

は、幅の両端それぞれの１日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分

量が、栄養機能食品の規格基準に適合する必要があるのはいうまでもない。 

いっぽう、「○○粒以上」等幅の一端のみをもって表示することは、１日当た

りの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準の

上限値と下限値をはずれる可能性があるので、当該基準を満たすことになはら

ない。 

 

 

 

（問２４） 栄養機能食品の１日当たりの摂取目安量として、摂取の時期、間

隔、量等の摂取の目安を表示する際には、医薬品的用法用量に該

当しないことに気をつける必要があるが、「医薬品的用法用量に

該当しないこと」とは、どのように考えたらいいか。 

 

（答） 

栄養機能食品にあっては、その適正な摂取のために、摂取の時期、間隔、量

等の摂取の方法を表示することは、医薬品と誤認させることを目的としている

と考えられる場合を除き、医薬品的用法用量に該当しない。 

 

（参考） 

「医薬品の範囲に関する基準の改正について」平成１３年３月２７日医薬発第

２４３号厚生労働省医薬局長通知の４及び同通知の別紙「医薬品の範囲に関す

る基準」のⅠの４ 

「無承認無許可医薬品監視指導マニュアルの改正について」平成１３年３月２

７日医薬監麻発３３３号厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知のⅣ 

 



 

 

（問２５） 栄養機能食品において、１日当たりの摂取目安量に含まれる機能

表示の成分の栄養所要量に対する割合を表示する場合（栄養所要

量が定められているものに限る）において、栄養所要量は、年齢、

性別等により値が異なるが、どのようにしてその割合を求めたら

よいか。また、充足率の表記方法はどのようにしたらいいか。 

 

（答） 

 １日当たりの摂取目安量と比較するための栄養所要量は、原則として「栄養

表示基準活用のための相談指導業務等について」（平成１２年３月３０日付健医

地生発第２２号及び衛新第１８号生活習慣病対策室長及び新開発食品保健対策

室長連名通知）の別紙「栄養素等摂取目安量」の６歳以上の数値を使用し、求

められた充足率については百分率又は割合で表示すること。 

 なお、商品の摂取対象が限定されている場合等には、第６次改定日本人の栄

養所要量の対応する対象年齢の数値を用いても差し支えない。ただし、その際

には栄養所要量のどの対象年齢と比較したのか明確に理解できるよう記載する

こと。 

 

（参考） 

「保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について」平成１３年３月

２７日食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策

室長通知の第１の３⑤ 

 

 

 

（問２６） β－カロテンについては、栄養所要量が定められていない。その

場合、栄養所要量に対する充足率の表示はどのように考えたらい

いか。また、栄養機能食品の規格基準に定められていないものに

ついて、栄養所要量に対する充足率の表示を行ってもよいか。 

 

（答） 

 β－カロテンについては、β－カロテンをレチノール当量に換算し、ビタミ

ンＡとしての充足率で示すこと。 

 また、栄養機能食品の規格基準に定められていないものであっても、栄養所



要量が定められているものについては、栄養所要量に対する充足率を表示する

ことは差し支えない。 

 

 

 

（問２７） 栄養機能食品の規格基準に適合していれば、栄養機能食品に「厚

生労働省の規格基準適合」と表示することは可能か。 

 

（答） 

 可能である。ただし、栄養機能食品は、厚生労働省の個別の許可等を受けた

ものでないことに留意すること。また、「厚生労働省の栄養機能食品の規格基準

を（軽々、軽く、完全に）クリア」等誇大な表現は望ましくない。 

 

 

 

（問２８） 平成１３年４月１日以降に栄養機能食品と類似した表示を行っ

ているものを製造、販売した場合はどうなるか。また、栄養機能

食品と紛らわしい名称とはどのような名称か。 

 

（答） 

 食品衛生法第１１条に基づき、食品衛生法施行規則第５条第１項第３号にお

いて、「特定保健用食品及び栄養機能食品（以下「保健機能食品」という。）以

外の食品にあつては保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定

の保健の目的が期待できる旨の表示を、栄養機能食品にあつて特定保健用食品

でない食品にあつては特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならな

いこと」と規定されており、栄養機能食品と紛らわしい名称や栄養機能表示は、

食品衛生法第１１条違反となる。 

 なお、栄養機能食品と紛らわしい名称とは、例えば「○○機能食品」、「機能

○○食品」「栄養機能○○」等で、特に「機能」の文字が含まれているものをさ

す。 

 

（参考） 

「保健機能食品制度の創設について」平成１３年３月２７日医薬発第２４４号

厚生労働省医薬局長通知第２の（５） 

「保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について」平成１３年３月



２７日食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策

室長通知第１の１②参照 

 

 

 

（問２９） 栄養機能食品以外の食品において、栄養機能食品の規格基準にな

い栄養成分等について、機能表示等を行ってよいか。 

 

（答） 

 医薬品的な表現等については、薬事法に抵触する可能性があるので、認めら

れない（特定保健用食品を除く。）。 

 

（参考） 

「医薬品の範囲に関する基準の改正について」平成１３年３月２７日医薬発第

２４３号厚生労働省医薬局長通知の別紙「医薬品の範囲に関する基準」のⅠの

２ 

「保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について」平成１３年３月

２７日食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策

室長通知の第１の３ 

 

 

 

 


